
「豊橋公園へのアリーナ建設の賛否を問う住民投票条例制定」についての臨時市

議会が2月9日開かれました。66席の傍聴席に詰めかけた市民の皆さんが見守る

中、夜9時過ぎまで6時間に及び議会は紛糾しました。

市長は、昨年に続きまたも「条例制定の意義は見出し難い」
と主張

冒頭、浅井市長が、「これまでの経緯と市の考え方」として、多目的施設（アリーナ）

の整備については、本市にとって必要不可欠なものとして、令和４年５月に豊橋公

園を予定地として選定し、市民ワークショップ、市民アンケート、各種団体等、様々

な立場からの多様な意見を踏まえて中間報告を取りまとめた。また、市議会の委員

会で熱心に議論していただくとともに５,０００件を超えるパブリックコメントをいただ

き、令和５年８月に基本計画、実施方針、要求水準書を作成し、９月の市議会におい

て、必要となる条例や予算の決定をいただいた。このように、市民の意見を丁寧に

扱うとともに、議会においては議員の深い理解のもとに議論を重ね、多数の賛同を

得て事業を進めているところであり、条例を制定する意義は見出せない」と主張し

ました。

請求代表者１０名が意見陳述

１７,６２８名分の有効署名を集め直接請求をした「住民投票の実現をめざす市民

の会」の請求代表者１０名が、「フェニックスに一言も触れていない『広報とよはし１月

号』のごまかし」、「津波や液状化の危険が心配される野球場の移転先の懸念」、

「公約に賛同したから投票したが、態度を豹変したことに対し、市民の声を聞くべき」、

「市民への充分な説明がない」、「５００６件中３７５９件が最終日に提出されたパブリッ

クコメントの集め方の異常さ」、「アリーナ建設を進める一方で、地区体育館集約化

の心配」、「市の財政への過大負担など将来の不安」、「子どもの遊び場である豊橋

公園を子どもの意見を聞くことなしに変貌させないでほしい」、などそれぞれが住民

投票を求める意見陳述を行ないました。

市民の会からは、臨時議会のティーズによるネット中継を求める要望が出されて

いましたが、実施に至らず、残念だという声も聴かれました。

議員１１人が質疑

質疑に立った自民、公明、まちフォーラム、夢響きあう議会の各議員は、住民投票

における不正への言及、罰則規定や多額な費用、住民の会のビラに対する批判、住

民の直接請求は、間接政治を補完するものだが議会で十分議論が尽くされている

から必要ない、市民への説明は尽くされているという市長の擁護など、およそ、民意

とかけ離れた質疑に終始しました。

野球場の移転計画はすすめる？

共産党市議団は、三河湾沿いへの野球場移転について、能登半島地震を踏まえ

て、変更する考えはないか、質しましたが、市は、「計画を進める。野球場を避難所

にすることで特定避難困難地域の解消をめざす」と、これまでと同じ答弁の繰り返

しでした。

また、市民への説明不足については、多くの議員から指摘があり、市長は「あらた

めて適切なタイミングで、説明会を含めて、可能な限り効果的な情報発信に努める」

と答弁しましたが、それならばいったん立ち止まって、市民の理解を得てから進める

べきです。
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日本共産党市議団は条例制定賛成の立場で討論

「前回を１６００人以上上回る１７,６２８人分の署名を集め直接請求が行われている。

市民への説明がないからこそ、これだけの多くのみなさんが、昨年否決されてもま

た、住民投票を求めているのに「意義が見いだせない」という市長の姿勢は民意を

踏みにじるもの。建設による多大な負担への合意もなく、このままでは将来に禍根

を残すことになる。市は丁寧な議論の場を設け、時間をかけ納得できる進め方をす

るべき」と、鈴木議員が賛成討論を行ないました。

条例案は８対２６で否決されました。今後もあきらめず、ともに市民の声で市政を

動かす住民自治の確立を目指し共産党市議団は力を尽くします。

◆ 住民投票条例案に賛成したのは……共産党市議団３
人、寺本泰之、古池もも、長坂なおと、菅谷竜、諸井奈々
子の8名

◆ 反対したのは…… 自民党市議団、公明党市議団、ま
ちフォーラム、夢響きあう議会（鈴木智子）の２６名

１月１８日に建設消防・環境経済委員会連合審査会が開催され、北部地域

の活性化に関わる「豊橋新城スマートインターチェンジ（仮称）周辺土地利

用構想」が示され審議しました。

「西郷地区」「馬越地区」を活性化拠点に

豊橋市では、「豊橋新城スマートインターチェンジ（仮称）」の開通を見

据え、現在「北部地域活性化プロジェクト」を立ち上げ、地域の活性化につ

ながる取り組みを進めていこうとしています。

今回示された構想では、西郷地区一部において新たに都市的土地利用（新

たな産業拠点の形成や広域交流の拠点づくりにより活性化を図る）ゾーン、

また、馬越地区において新たに歴史文化（地域資源である史跡馬越火塚古墳

群を核として、歴史・文化学びの場や、農業・自然に触れられる交流の場、

憩いに場を提供することで地域活性化を図る）ゾーンを設定し、導入機能を

示しました。農業、観光、工業・物流、広域交流機能などです。

地域住民の声を反映したまちづくりを

北部地域は主に次郎柿や桃、ぶどうなどの農業や豊かな自然が広がる地域

です。しかし、年々農業者の減少で農地の転用が進んでいます。さらにスー

パーがなくなり生活が不便、交通が不便といった課題があり、それらの課題

を踏まえ、地域住民の声を反映した取り組みが求められています。

新なバイパス道路のルート（案）が示される

今回、スマートインターチェンジのアクセス道路として道路管理者である

愛知県が新たなバイパス道路の整備を計画して、ルート（案）を示しました。

豊橋下吉田線は、道幅が狭く、自転車歩行者道も片側しかありません。今回

示したルート（案）では中途半端という地元住民の意見や小中学生の通学路

の安全対策を考慮した道路整備が必要との意見もあります。今後、３月には

地元住民説明会を開催し、今回示された土地利用構想について説明が行われ

ます。現在市ではパブリックコメント募集中です。（２月１日～３月１日）

日本共産党市議団としても地域住民の声を反映した取り組みになるよう努

めます。ご意見、ご要望をお寄せください。
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